
Common Nexusの GREEN TERRACE及び LEVERAGES BREEZING FIELDの利用について 

  

  

 Common Nexusの GREEN TERRACE（屋上）と LEVERAGES BREEZING FIELD（建物西側広場）について

は、自由に入場ができますが、Common Nexus施設利用細則に定めるもののほか、下記の行為はご遠

慮くださるようお願いします。 

 

 一 ゴミ、汚物等を投棄する行為又はそのおそれがある行為 

 二 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷する行為又はそのおそれがある行為 

 三 敷地内の樹木、芝生又は植物を損傷、伐採又は採取する行為又はそのおそれがある行為 

 四 東海国立大学機構の許可なく、ドローンその他の無人航空機（航空法（昭和 27年法律 

  第 231号）第 2条第 22項に規定するものをいう。）を飛行させる行為 

 五 許可なく火気を使用する行為 

 六 許可なく通路又は歩行者の通行を塞ぐ行為 

 七 許可なくテント、立て看板その他これらに類する自立式の表示物を設置する行為 

 八 許可なく貼り紙若しくは貼り札を表示する行為 

 九 許可なく自転車、オートバイその他これに類する車両を乗り入れる行為 

 十 敷地内の静穏な環境の維持に影響を及ぼす騒音、光又は異臭等を発する行為又はそのおそれ 

  がある行為 

 十一 前各号に掲げるもののほか、屋上等の管理上支障がある行為又は管理責任者が適当でない 

   と認める行為 

 

 上記については、上記２つの芝生広場の安全を確保することを目的として例示しておりますが、 

これ以外にも、態様、周囲の状況その他の事情を総合的に勘案して管理者からお声をかけさせて 

いただく場合があります。 

 

 


